
地域運営組織（RMO）の設立・運営に関する地方財政措置（概要）

１．住民共助による見守り・交流の場や居場所づくり等への支援【市町村】

■事務局運営や事業活動の支援
⇒ 普通交付税算定額を上回る経費について特別交付税措置

特別交付税
措置率1/2・財政力補正

一般財源
※総事業費から特定財源の額を控除

特定財源※

■形成支援
⇒ 特別交付税措置

特定財源※ 普通交付税

一般財源
※総事業費から特定財源の額を控除

地域運営組織の運営支援や住民共助による見守り・交流の場や居場所づくり等への支援に要する経費

２．地域運営組織の経営力強化への支援【都道府県及び市町村】

総事業費（市町村による助成等）総事業費（市町村による助成等）

特別交付税
※措置率1/2・財政力補正

一般財源
※総事業費から特定財源の額を控除

特定財源※

＜措置対象＞
(１)：事務局人件費、事務局職員のスキルアップや組織・事業の見直し（柔軟な最適
化）に関する研修費 等
(２)：高齢者交流、声かけ・見守り、買物支援、弁当配達、登下校時の見守り、交流事
業（子育て、親子、多世代）、子ども食堂、学習支援、相談の場に要する経費 等

総事業費（都道府県・市町村による助成等）

＜措置対象＞
研修、調査、設備導入、販路開拓に要する経費 等

自主事業の実施による収入の確保
等地域運営組織の経営力強化に
要する経費

⇒ 特別交付税措置

特別交付税
措置率1/2
財政力補正

実質的な
地方負担 実質的な

地方負担

実質的な地方負担

※ 特定財源とは都道府県補助金等であり、国から委託費・交付金等が交付されている場合、特別交付税の対象とならない。

＜措置対象＞
  ワークショップ開催に要する経費、ファシリテーターの旅費及び謝金、事務所開
設のための施設改修費 等 ※措置回数制限あり
※令和８年度からは、ワークショップ開催の為の臨時職員経費について、特別
交付税措置の上限額を引き上げ（最大220万円→240万円）
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